
入札説明書 

令和８年４月２０日 

香川県広域水道企業団 東讃ブロック統括センター所長 藤村聖治 

この入札説明書は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号。以下「施行令」という。）、香川県広域水道企業団契約規程（平成３０年香川県広域水道企業団企業管

理規程第７号。以下「規程」という。）、香川県広域水道企業団物品の買入れ等における競争入札心得（以

下「入札心得」という。）及び本件業務委託に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか、香川県

広域水道企業団（以下「企業団」という。）が発注する業務委託に関し、一般競争入札に参加しようとする

者が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものです。 

１ 入札に付する事項 

（１） 件名 

石神浄水場乾燥汚泥収集運搬処分業務委託 

（２） 業務内容 

仕様書のとおりです。 

（３） 履行場所 

仕様書のとおりです。 

（４） 履行期間 

仕様書のとおりです。 

（５） 契約方法 

単価契約（契約に当たっては、入札金額積算内訳書に記載された１ｔ当たりの金額に当該金額の

１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とします。） 

なお、１０の手続きにおいて、一般競争入札共同参加資格確認申請書を提出した者が落札者とな

った場合は、同申請書に記載されたグループの構成員とそれぞれ処分又は収集運搬に係る契約を締

結します。 

（６） 入札方法 

かがわ電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による入札。特段の定めがある場

合を除き、香川県広域水道企業団電子入札運用基準(物品等)（以下「電子入札運用基準」という。）

に従ってください。 

また、本入札は、香川県広域水道企業団物品の買入れ等における競争入札心得にかかわらず、入札

書に記載された金額（処分業務及び収集運搬業務に係る１ｔ当たりの合計額）により落札決定を行

い、入札金額積算内訳書に記載された金額（各業務に係る１ｔ当たりの額）により契約金額を決定し

ます。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してくだ

さい。 



（７） 入札における留意点 

入札者は、入札に際し、処分業務と収集運搬業務のそれぞれの入札金額を明らかにした入札金額

積算内訳書を、入札書に添付して提出してください。 

なお、入札書と入札金額積算内訳書の金額が一致しない場合は、当該入札は失格とします。 

また、入札金額積算内訳書を提出しない場合又は入札金額積算内訳書の記載内容に不備があって

必要事項を確認し難い場合等その内容に妥当性を欠くと認められる場合は、当該入札は、無効とし

ます。 

２ 契約書作成の要否 

（１） 要します。(契約書は、原則として企業団で準備します。) 

（２） 落札した方は、契約担当者から契約を締結する旨の通知を受けた日から５日以内に契約書に押印

し、提出してください。期間内に提出されない場合は、契約の権利を失うことになりますのでご注

意ください。 

３ 電子契約の可否 

入札公告に記載のとおりです。 

４ 契約の内容を示す日時及び場所 

入札公告に記載のとおりです。 

５ 契約の内容に関する質問の受付 

入札公告に記載のとおりです。 

６ 入札及び開札 

（１） 入札及び開札を行う日時・場所 

入札公告に記載のとおりです。 

（２） 電子入札運用基準に基づき入札、開札を行います。 

７ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書

便（以下「信書便」という。）による入札の可否 

否とします。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

（１） 入札保証金 

 当該入札に参加される方は、下記（３）により減免をされた場合を除き、開札開始時間の前

までに、契約をしようとする金額（入札者の見積もった契約金額）の１００分の５以上の入

札保証金を納付してください。(※消費税等を含んだ金額ですのでご注意ください。） 

 開札期日の前日までに納付される方 

ア 現金で納付される方は、納付書をお渡ししますので入札執行部署に申し出てください。 

（納付書により企業団が指定する金融機関で納付してください。） 



イ 保証金に代わる担保として、規程第１０条第１項各号に掲げる有価証券等で納付される

方は、保管有価証券納付書に必要な事項を記載し、有価証券等を入札執行部署の出納員

に納付してください。 

※規程第１０条第１項第１号に掲げる国債等の有価証券の担保の価値は、その額面の１０

０分の８０に相当する金額となりますのでご注意ください。 

 開札当日に納付される方 

入札保証金等納付書に必要な事項を記載して、現金又は保証金に代わる有価証券等を、開札開

始時間の前までに入札執行部署の出納員に納付してください。 

 入札保証金等を開札日の前日までに納付された方は、開札開始時間の前までに納入通知書兼

領収書又は証券領収書を入札執行職員に提示してください。 

 入札保証金等の還付 

ア 開札当日に納付された方は、開札終了後直ちに還付します。 

イ 開札前日までに納付された方は、開札終了後に現金の還付請求書（様式自由）又は保管

有価証券還付請求書を提出していただき、後日還付します。（還付日は、還付手続き終

了後に改めてご連絡します。） 

ウ 落札された方が納付した入札保証金は、契約締結後に還付します。 

 代理人が保証金の納付、還付請求、還付を受けるときは、委任状を添えて手続きを行ってく

ださい。 

（２） 契約保証金 

 落札された方は、下記（３）により減免をされた場合を除き、契約金額の１００分の１０以

上の契約保証金を納付してください。 

 保証金に代わる担保として、規程第１０条第１項各号に掲げる有価証券等で納付することが

できます。 

 契約保証金は、契約の履行を確認した後で還付します。 

（３） 入札保証金、契約保証金の減免を受けたい方 

入札保証金、契約保証金は、規程第１２条各号に該当する場合は、減免することができますので

減免を希望される方は、入札公告で示した方法で指定した日時までに入札保証金・契約保証金減免

申請書を提出してください。 

 入札保証金については、次のア又はイの書類を併せて提出し審査の結果、適当と認められた

方。 

なお、審査において説明を求められた場合は、申請者の負担において完全な説明をしなければ

なりません。 

ア 企業団を被保険者とする入札保証保険契約証書 

イ 入札公告に記載している「入札者の参加資格」を有する方で、国（独立行政法人を含

む。）又は地方公共団体と過去において当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契

約を締結し、これらを全て誠実に履行された方 

 契約実績のある場合には、減免申請書に契約書等の写しを添付してください。 

 契約実績については、同一の法人によるものであれば、他の支店等の実績でもかまいま

せん。 

 契約保証金については、①のイの書類審査の結果、適当と認められた方又は企業団を被保険

者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、適当と認められた方 



９ 入札者の参加資格 

次に掲げる要件を満たす者であること。 

（１） 入札者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理

法」という。）に基づく産業廃棄物処分業（以下「処分業」という。）の許可を受けている者（以

下「処分業者」という。）並びに廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業（以下「収集運搬

業」という。）の許可を受けている者（以下「収集運搬業者」という。）により構成されるグルー

プ（以下「グループ」という）、又は処分業の許可及び収集運搬業の許可を受けている単独の者と

し、グループで参加する場合は次の要件を満たすこと。  

ア 処分業者を代表者とし、代表者が落札者決定までの手続を行い全ての責任を負うこと。 

イ １０の手続きにおいて、グループの構成員を明らかにすること。 

ウ 入札参加確認を受けた後に、グループの構成員を変更することは認められない。 

エ グループの構成員は、単独で参加する者又は他のグループの構成員になることができない。 

（２） 単独の者及びグループの構成員に求める要件 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

イ 香川県広域水道企業団（以下「企業団」という。）が発注する物品の買入れ等の契約に 

係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

ウ 企業団が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であ

ること。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

オ 平成２８年度以降に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体が発注した本入札公

告に示す業務と同種の業務実績があること。 

１０  入札者等に求められる事項 

（１） 入札に参加を希望される方は、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請書（様式

－１）を提出したうえで、前記９の要件を満たすことを証明する書類を令和８年４月２８日（火）

午後５時までに、下記に持参又は郵送（令和８年４月２８日（火）午後５時必着）で提出してくだ

さい。また、仕様書の中で提出を求められている場合はその指示に従ってください。また、電子入

札システムで一般競争入札参加資格確認申請を行うときは、処分業者を代表者として申請してく

ださい。 

 提出書類一覧 

一般競争入札参加資格確認申請書（様式－１）※単独で参加する場合。 

一般競争入札共同参加資格確認申請書（様式－２）※グループで参加する場合。 

平成２８年度以降で会社等が、地方公共団体等に対して、本公告に示す業務と同種の

業務実績（様式－３） 

産業廃棄物処分業許可証の写し 

産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

 



 提出先 

郵便番号７６９-２４０１ 香川県さぬき市津田町津田１４６７番地５ 

香川県広域水道企業団 東讃ブロック統括センター 総務課 

電話番号：０８７９-２３-７０７２ ＦＡＸ番号：０８７９-２３-７０７５ 

電子メール：tosan-questions@union.suido-kagawa.lg.jp 

 郵送の場合、封筒に「入札参加資格確認申請書等在中（委託業務名：石神浄水場乾燥

汚泥収集運搬処分業務委託）」と記載してください。 

（２） 上記８の（３）により提出された書類の審査結果は書面で、１０の（１）により提出された書類

の審査結果は電子入札システムにより、令和８年５月８日（金）までに通知します。 

１１  入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とします。 

（１） 上記９に掲げる「入札者の参加資格」のない方がした入札。 

（２） 入札者等が連合して入札したと認められる場合。 

（３） 入札に際し不正の行為があった場合。 

（４） 入札者等が同一の入札について２以上の入札をした場合。 

（５） 入札保証金の納付がないとき又は不足する場合。（免除された事業者を除く。） 

（６） 前各号に掲げるもののほか、入札心得、入札説明書及び仕様書で指示した条件及び契約担当者

があらかじめ指定した事項に違反した場合。 

（７） 入札金額積算内訳書に記載のないもの、当該内訳書に記載された件名に誤りがあるもの、数量及び

単価による金額若しくは合計金額に誤りがあるもの、又は当該内訳書に記載された入札金額と実際

の入札金額が不整合である場合。 

１２  落札者の決定方法 

入札公告に記載のとおりです。 

１３  入札又は開札の取り消し又は延期による損害 

入札公告に記載のとおりです。 

１４  履行の確認・支払い 

（１） 契約の履行を完了したときは、その旨を届け出て検収(検査)を受けてください。 

（２） 企業団が行う検査に合格した後、請求書を提出していただき、指定の金融機関の口座に請求額

を振り込みます。 

なお、契約期間内に履行されなかった場合は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、

契約金額のうち納入未済部分に相当する額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等

に関する法律(昭和24年法律第256号)第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を

乗じて計算した額を遅延損害金として徴収しますのでご注意ください。 

１５  その他 

（１） 期限内に提出を求められている確認書類等を提出しなかった場合は、入札に参加できません。 

（２） 入札参加に係る申請書等の作成及び提出にかかる費用は入札参加希望者の負担とします。 

（３） 提出された入札参加に係る申請書等は、返却しません。 



（４） 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、香川県広域水道企業団物品の買入れ等に係

る指名停止等措置要領（平成30年香川県広域水道企業団告示第３号）に基づく措置を講じる場合

があります。 


